
 
 
 
 
 
 
 
 
こんなとき、 
ご相談ください 
 
 
貸家を無断で転貸された 
滞納家賃を支払ってほしい 
敷金を返してくれない 
大家が賃料を受取ってくれ

ない 
裁判所から訴状が届いた 
借金の保証人を頼まれた 
英会話学校との契約を止め

たい 
高額のサイト利用料を請求

されている 
未公開株を買わされた 
購入した車が事故車だった 
車の修理代を請求したい 
お金を確実に返してもらえ

るか心配だ 
マンション管理費を支払っ

てもらえない 
隣の地主と境界について争

いがある 
隣の犬に噛まれた 
相続人のひとりが行方不明

である 
遺言を書きたい 
遺留分請求とはどういう請

求？ 
畑の名義がひいお爺さんの

ままだ 
離婚した夫の厚生年金を半

分もらえると聞いたことが

あるが 
元夫に財産分与の請求をし

たい 
会社をつくりたい 
会社の役員を変更したい 
売掛金を回収したい 
子供に会社の事業を譲りた

い 
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０５４－２８９－３７０４
平日午後２時～５時 
お気軽にお電話ください 

司法書士を紹介しています 
町内の公民館の土地・

物の名義がどのように

っているか、ご存じで

か？ 

多くの場合、町内の役

さんの名義で登記され

いたり、場合によって

昔の役員さんの名義の

まになっていることが

いと思われます。 

これは、町内会のよう

任意の団体は法人格が

く不動産登記の名義人

なることができないた

、やむを得ず役員さん

個人名義で登記されて

ることによります。 

しかし、役員さんの個

名義にしておくと、不

合な事態が生じるおそ

があります。たとえ

、役員さんが亡くなっ

場合には、相続人全員
地縁団体

ために地域的な共同活動
協力が得られなければ別

役員さんに名義を変更す

ことができません。ま

、名義変更をすることが

きたとしてもその都度登

費用がかかります。さら

言えば、役員さんの信用

態が悪化した場合、役員

んの私有財産として差し

さえられてしまう可能性

あります。 

こうした不都合を解消す

ために、平成３年、町内

や自治会が一定の要件の

とに地縁団体として法人

できるように法改正がな

れましたが、まだまだ利

は多くないようです。 

しかし、町内会や自治会

外にも、本来は団体の所

であるにもかかわらず個

名義で登記されている不

産は少なくありません。
とは？ 一般社団法
たとえば、町内の一定の

地区や班に利用するため

の土地建物や、神社など

地域の活動に使用してい

る土地、一定の地域のた

めに農業や漁業に利用し

ている池、防風林用地な

どがあります。 

また、新興団地内の公

園や道路などが団地所有

者の共有になっている例

も見受けられ、それぞれ

前述のような問題を抱え

ているようです。 

現在、こうした団体

も、地縁団体ではなく一

般社団法人などとして法

人化する道が開かれてい

ます。 

子孫の代に大きな問題

を残さぬよう、法人化を

検討されてはいかがでし

ょうか。 
人とは？  
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地縁団体とは、自治会、

内会等広く地域社会全般

維持や形成を目的とした

体・組織のなかでも、地

自治法などに定められた

件を満たし、行政的手続

を経て法人格を得たもの

いいます。 
地縁団体として認可を受

ると法人格を取得し、公

館等の名義を地縁団体の

義にすることができるこ

は前述のとおりです。そ

て、地縁団体が認可を受

るためには次の４つの要

を満たす必要がありま

。①認可を申請する団体

、スポーツや社会福祉な

の特定の活動ではなく、

く地域社会の維持・形成
立

（住民相互の連絡、環境の

整備、集会施設の維持管理

等）を行っていること。②

地縁による団体の区域が、

住民にとって客観的に明ら

かなものとして相当の期間

にわたって存続しているこ

と。③その区域に住所を有

する全ての個人が構成員と

なることができ、相当数の

者が現に構成員となってい

ること。④規約を定めてい

ること。 
認可の申請をする場合、

上記の要件を満たすことが

必要となる上、構成員の名

簿の作成をし、団体の総会

で承認を得る必要がありま

す。この煩雑さが、利用が

伸びない原因の一つとなっ

ていると考えられます。 

 

一方、一般社団法人は、

名以上の社員（構成員）

集まって作る、営利の追

を目的としない法人で

。以前は、非営利活動を

う団体が法人格を取得す

ためには、事業の目的に

益性を備える必要があり

したが、この制度では、

益性のない団体でも法人

を取得しやすくなりまし

。ですから、地縁団体と

では言えない団体でも、

般社団法人として法人格

取得することができま

。そして、地縁団体のよ

に認可を受ける必要もな

、公証役場で定款の認証

え受ければ、あとは登記

続きを経ることにより設

が可能です。 
 相談センターニュース



 

事件簿より
 平成２５年２月分 

 相談内容（複数回答あり） 件数 
貸金 8
売買代金 0
請負代金 0
売掛金 3
不動産明渡 16
登記請求 0
敷金 2
賃料 0
労働紛争 8
交通事故 1
その他損害賠償 19
相隣関係 0
境界 2
執行手続 5
その他 33

一
般
民
事 

 一般民事 計 97
法定後見 16
任意後見 4
未成年後見 0
相続紛争 14
離婚 12
養育費請求 4
親子関係 2
その他 9

成
年
後
見
・家
事
事
件 

 成年後見・家事事件 計 61
相続 142
贈与 3
売買 5
担保権 0
商業法人全般 6
供託 0
その他 29

登
記
・供
託 

 登記・供託 計 185
契約ﾄﾗﾌﾞﾙ 4
   契約トラブル 計 4
返済が苦しい 8
自己破産 5
返済条件を緩和 2
取立が厳しい 0
訴訟を起こされている 0
給料等の差押を受けている 0
親族の借金 1
保証債務の履行 0
ヤミ金融 2
おまとめﾛｰﾝで借金を一本化 0
その他 15

ク
レ
サ
ラ 

 クレサラ 計 33
その他 25
  その他 計 25

合  計 405
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といったことはなかったと言

 
 
 
 
 
 
 
 
 

し

昨年の４月頃、事務所の近

に住むAさんから債務整

の相談を受けました。 

Aさんは４３歳の一人暮ら

。清掃員のアルバイトで収

は月６万円位しかありませ

でした。平成２１年頃より

行とクレジット会社から借

をしていたのですが、つい

行き詰まってしまいまし

。Aさんの借金の総額は約

５０万円でした。 

幼い頃より酒好きの父親か

暴力を受けていたAさん

、中学を卒業後家を飛び出

、定職につくことなく仕事

転々としながらその日暮ら

の生活を送っていました。
Ａさんの借金の総額はそれ

多くありませんが、現実問
として月６万円では生活を
することさえままなりませ

ん。そこで、Aさんに生活

護を受けて自己破産を申し立

てることを勧めました。 

ただ、Ａさんの話を聞く

と、借金をしてパチンコ代に

充てていたということがわか

りました。 

破産法では「浪費又は賭博

その他の射幸行為をしたこと

によって著しく財産を減少さ

せ、又は過大な債務を負担し

たこと」は免責不許可事由と

定められています。 

そこで、私は、Aさんの

為はこれに該当するのではな

いかと考えたのです。 

私は、Ａさんに、どうして

借金をしてまでパチンコをし

てしまったのかを時間をかけ
た

い

浪

こ

り

り

裁

し

責

許

れ

較

済

責

の

すると、Ａさんは、「収入

が少なく、家賃や電気代を支

払うことができないこともあ

りました。仕事も不定期で、

毎日その日暮らしでした。そ

んなある日、仕事で知り合っ

たＦさんにパチンコ屋さんに

連れて行かれ、なけなしの５

００円がたまたま３０００円

になりました。それがきっか

けで、生活費が足りないとき

はパチンコ屋に行くようにな

ってしまいました」と涙を流

しながら話してくれました。

Ａさんは、パチンコをして

いても楽しいとか、興奮する
っ

今回のように、借金の原因

ていました。とにかく生活

費を稼ぐ手段としてパチンコ

を繰り返すしかなかったと言

うのです。 

破産法1条には「この法

律は、支払不能状態又は債務

超過にある債務者の財産等の

清算に関する手続を定めるこ

と等により、債権者その他の

利害関係人の利害及び債務者

と債権者との間の権利関係を

適切に調整し、もって債務者

の財産等の適正かつ公平な清

算を図るとともに、債務者に

ついて経済生活の再生の機会

の確保を図ることを目的とす

る」と記されています。 
が、一見ギャンブルであっ

としても、詳細に経緯を聞

てみると決して自ら好んで

費をしたとまでは言えない

とに気付かされることがあ

ます。そのような場合、私

は、本人の代弁をするつも

で詳細な経緯を書面にして

判所の理解を求めるように

ています。 

また、破産法には裁量免

も規定されており、免責不

可事由が存在すると認めら

る場合でも、その程度が比

的軽微であり、破産者の経

的再生のために必要であれ

ば、裁判官の裁量により免

を許可することができるも
とされています。 

結局、Aさんも無事、裁

量免責を受けることができま

したが、破産は借金を整理す

る手段にしかすぎません。 

Ａさんにとって大事なこと

は、収入を得る道を見つけて

自立していくことだと思いま

す。Ａさんには是非立ち直っ

てほしいものです。 
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 相談センターニュースは、平成２３年度の発行から２年度が経過しました。

の間、司法書士総合相談センターしずおかに寄せられるさまざまな相談に対し

私たち司法書士が考える問題解決の進め方、その際の手続きの流れや要する費

などを中心に、司法書士の業務や考え方などを読者にイメージいただけるよう

紙面づくりに腐心してまいりました。 

 ３年目を迎えるに当たり、相談センターニュースのリニューアルを検討して

ます。今号はそのテスト版ですが、５月号・６月号の２ヶ月間はお休みをいた

き、７月号では新しい形でお目にかかります。引き続き、親しみやすい紙面作

に邁進してまいりますので、ご期待ください！ 

 

なお、司法書士総合相談センターしずおかにおける常設相談は通常どおり開

ておりますので、引き続きご活用ください！！ 

 

ご相談は無料です！！    司法書士総合相談センターしずおか 

               ＴＥＬ：０５４－２８９－３７０４  
「司法書士総合相談センターしずおか」よりお知らせ  


